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1 ．はじめに

国土交通省では、宅地建物取引業免許申請等のオンライン化やマイナンバーを利用した行政手
続、不動産業の生産性向上に資する書面電子化やIT重説等といった、不動産DXの推進に向けた
環境整備に取り組んでおります。また、昨年（令和6年）6月に公表した、「不動産業による空
き家対策推進プログラム」においても、不動産DXの活用推進に向けた取組を盛り込んでおり、
不動産事業者向けのDX導入・活用を後押しする支援ツール等の提供や、不動産取引に伴う各種
手続のワンストップ化の推進等に取り組むこととしております。本稿では、「不動産分野におけ
るDXの推進」の取組状況についてご紹介します。

図表1：「不動産業による空き家対策推進プログラム」概要

④④ 不不動動産産ＤＤＸＸにによよりり業業務務をを効効率率化化しし、、担担いい手手をを確確保保
・ＩＴ重説や書面電子化の制度を活用して業務を省力
化しようとする不動産業者に活用支援ツールを提供

・ 契約や行政の手続における一括入力支援を推進

「不動産業による空き家対策推進プログラム」概要
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①① 所所有有者者へへのの相相談談体体制制のの強強化化
・ 空き家利活用に関し､他業への取次含め､総
合的に所有者へ助言する相談サービスの強化

・ 所有者が空き家所在地から離れていても相
談可能な体制（各地の窓口の広域連携）

①① 空空きき家家等等にに係係るる媒媒介介報報酬酬規規制制のの見見直直しし
・ 低廉な空き家等（物件価格800万円以下）
の売買に係る報酬上限を引上げ

・ 長期の空き家等の賃貸借につき、貸主から
の報酬上限額を引上げ
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③③ 媒媒介介業業務務にに含含ままれれなないいココンンササルルテティィンンググ業業務務のの促促進進
・ 空き家の媒介に先立って不動産業者が提供可能なサ
ービス※の認知度向上、媒介報酬規制との関係明確化
※ 空き家活用上の課題の整理、権利調整に係る助言、活用策の提案など

・ 空き家のコンサルタントの検索サイト、コンサル業
務を支援する事例サイトや協議体の創設

②②「「空空きき家家管管理理受受託託ののガガイイドドラライインン」」のの策策定定･･普普及及
・ 活用相談から売買等の媒介まで一体で支援
可能な不動産業者が｢管理｣を受託する場合
の｢標準的なルール｣を定め、管理の受託を
促進

②② 不不動動産産業業ににおおけけるる空空きき家家対対策策のの担担いい手手育育成成
・空き家専門家の育成に係る業界研修の充実
・高度な空き家活用に知見･経験を有する関係
者とのネットワーク形成

③③ 地地方方公公共共団団体体ととのの連連携携にによよるる不不動動産産業業のの活活動動拡拡大大
・「空家等管理活用支援法人」に不動産業関係団体を
指定しやすい環境づくり、市区町村からの指定促進

・ 地方公共団体の強みと民間ノウハウを活かした地
域活性化モデル事業への支援と横展開

④④ 官官民民一一体体ととななっったた情情報報発発信信のの強強化化
・ 空き家所有者向けに、早期利活用の必要性や利活
用事例等の情報提供を充実

・ 空き家への移住や利活用の検討者向けに、空き家
を利活用した住まい方やライフスタイルの情報提供

「不動産分野におけるDXの推進」について
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2 ．「宅地建物取引業免許申請等におけるデジタル化の推進」ついて

行政手続申請者の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、宅地建物取引業における免許
申請等手続のオンライン化に向けたシステム環境整備を行い、令和6年5月より国土交通大臣免
許のオンライン申請を開始し、都道府県知事免許及び宅地建物取引士登録についても順次オンラ
イン申請を開始しており、令和7年5月現在、宅地建物取引業免許関係については43の地方公共
団体、宅地建物取引士登録関係については37の地方公共団体がオンライン申請を開始しておりま
す。また、オンラインにより免許申請を行う場合の手数料については、令和7年4月より33,000
円から26,500円に見直しをしております。
宅建建物取引業免許申請のオンライン申請利用率は、令和7年4月で見ますと、国土交通省大
臣免許において41%と令和6年12月の25%から比較すると上昇しておりますが、都道府県知事免
許においては7.2%と令和6年12月の6.5%からほぼ横ばいといった状況となっており、地方公共団
体への導入の促進や利用率の向上が課題となっております。
また、令和6年6月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、国民の利便
性向上と行政の効率化等の実現に向けて、社会保障制度、税制、災害対策分野以外の行政手続に
おいても、政府全体としてマイナンバーの利用を推進しているところです。国土交通省としても、
新たな取組として、現在オンライン申請等に対応していない不動産業関連の手続も含めて、オン
ライン申請や行政庁間の情報連携の実現に向けて、マイナンバーの利用が可能となるよう措置し、
制度面の整備と併せて中長期的なシステム整備の方針や、実現可能な取組について検討を進めて
いるところです。具体的なイメージとしては、宅地建物取引業関係に加えて、マンション管理業
関係や賃貸住宅管理業関係も対象として、マイナンバーの利用が可能となるよう措置したいと考
えております。メリットとしては、申請者にとってはスマートフォンからの資格申請が可能とな
るほか、戸籍証明書等の公的証明書の提出を一部省略可能となること等が考えられ、行政庁にと
っても申請者の特定がより迅速になるほか、市役所等との連携により、公的証明書の記載情報の
確認が可能となること等が考えられます。
宅地建物取引業免許申請等におけるデジタル化については、地方公共団体の導入や利用率の向
上といった課題に対する対策や、制度面、システム面での整備等の検討事項を整理するにあたり、
引き続き業界団体とも連携しながら推進を図ってまいります。
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3 ．「不動産分野におけるDXの推進に向けた環境整備」ついて

地方部を中心に、空き家を含めた不動産の流通の担い手となるべき宅建業者の数が減少してお
り、令和5年時点で1,747ある自治体のうち、247の自治体では宅建業者が存在しないといった状
況です。このような課題を踏まえ、DXの推進を通じて、不動産流通に関連する業務や手続等の
業務負担を軽減し、生産性を向上させることによる成約数の増加、デジタル技術・サービスを活
用した遠隔地顧客の獲得による収益機会の増加等により、地域の不動産業の収益力向上による担
い手の維持・確保等を図ることが必要とされております。
国土交通省では、オンラインによる重要事項説明や書面の電子化を可能とするための制度整備
を進めてまいりました。具体的には、平成29年より賃貸取引について、令和3年より売買取引に
ついて、オンラインによる重要事項説明（以下「IT重説」という。）の本格運用を開始し、令和
4年5月には宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）を改正し、重要事項説明書等の電磁的
方法（以下「書面電子化」という。）による提供を可能としました。しかし、令和6年度に行っ
たアンケート調査において、直近1年以内に実施実績があると回答した割合は、IT重説で13%、
書面電子化で9%となっており、その活用に向けた更なる支援が必要な状況です。
このため令和6年度には、IT重説、書面電子化の活用環境を整備するため、宅建業者向けに
導入・活用支援ツールを提供し、消費者向けには取引オンライン化に関する情報提供を行いまし

図表2： マイナンバーを利用した行政手続フローのイメージ

マイナンバーの利用が可能となった場合の行政手続フローイメージ

マイナンバーを利用した行政手続フローのイメージ

行政庁申請者

各種システム
（住基ネット等）

＜国家資格関係＞
・宅地建物取引士の登録 ・管理業務主任者の登録

＜業免許・業者登録関係＞
・宅地建物取引業の免許 ・マンション管理業者の登録
・賃貸住宅管理業者の登録

マイナンバーの利用を可能とする不動産業関連の免許・資格等手続

マイナンバー情報

※ 手続の種別毎に実現可能性を検討

電子申請

各種オンライン
申請システム

①添付書類の省略や変更手続の省略
②申請者情報の真正性・正確性の確保 等

情報連携

・申請者の特定がより迅速・正確に。
・他の行政庁との連携により、公的証明書の
記載情報の確認が可能に。

＋

・スマートフォンからの資格申請が可能に。
・行政庁からの通知がより迅速に。
・公的証明書の提出を一部省略可能に。
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た。宅建業者向けについては、令和6年12月に、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及
びITを活用した重要事項説明実施マニュアル（令和4年4月公表）」（以下「マニュアル」という。）
のリニューアル版を公表しました。また、マニュアルの要点等をまとめたハンディガイドと、そ
の解説動画を公表しております。書面電子化については事前に相手方から承諾が必要となります
が、事前承諾の取得例として、「電磁的方法による交付に係る承諾書」のひな形も公表しており
ます。これらについては、国土交通省のホームページへの掲載だけでなく、公益財団法人不動産
流通推進センター（以下「センター」という。）にも協力いただき、センターのホームページ上
にDX関連情報を集約した事業者向けのコンテンツページを開設し、こちらのページ上にも掲載
しております。また、書面電子化とIT重説のコンテンツページにおいて、本年5月よりFAQ形
式のチャットボットを搭載し、相談体制の実装を図っておりますが、このチャットボットについ
ては、今後生成AIの導入を検討しており、より充実したものにしていく予定です。消費者向け
については、令和6年4月にオンライン取引のメリットや、安全性、留意点等について説明した
Webページを公表しております。

書面電子化・IT重説
マニュアルハンディガイド

不動産DXの推進
書面電子化・IT重説
（（公財）不動産流通推進センター）

＜消費者の皆様向け＞
不動産取引に関するお知らせ
（国土交通省）

また、民間部門においても、不動産事業者の業務生産性向上や消費者の利便性向上に資するも
のとして、不動産分野におけるDXの活用に向けた活動や調査検討など、様々な取組が積極的に
行われております。例えば、公益財団法人不動産流通推進センターにおいては、物件調査におけ
る不動産情報ライブラリやPLATEAU等のオープンデータの活用方法をまとめた報告書を公表
しており、一般社団法人不動産テック協会においては、不動産会社と不動産テック企業の情報交
換やビジネスマッチングを目的とするイベントの開催等を通じて、不動産分野におけるDXの推
進を図っております。
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4 ．今後の取組について

不動産分野におけるDXの推進に向けた環境整備に係る今後の取組として、中小不動産事業者
を対象として、不動産取引に伴う業務や手続きについて、実際にデジタル技術・サービスを導入
していただき、その効果を検証する実証事業の実施を予定しております。大手事業者を中心とし
て、価格査定、マッチング、内見、書類作成等の業務について、デジタル技術・サービスを導入
している企業も見受けられますが、今回の事業では、中小不動産事業者を対象として、これらの
サービスを体験していただき、生産性向上等の効果や課題を検証する予定です。また、売買契約
締結の際に買主等が入力した契約情報等について、例えば住宅ローンや上下水道等のインフラ、
保険等の契約手続きへ情報連携できるようなワンストップ化サービスを導入することで、中小不
動産事業者の生産性向上のみならず、買主等の利便性向上に資することにも期待しております。
そのため、不動産事業者、DXサービス提供事業者、消費者等（売買等の契約当事者）に対し調
査を行い、調査や実証で得た効果や課題を踏まえ、引き続き不動産DXの推進に向けた環境整備
に取り組んでまいります。
また、デジタルデータを用いた物件調査の効率化についても実証事業の実施を予定しておりま
す。宅建事業者が不動産取引等において、自治体窓口にて都市計画法規定や、建築基準法規定、
ハザードマップ等の照会を行っておりますが、取引の対象となる物件ごとに照会が行われるため、

図表3：DXの推進による生産性向上の必要性

ＤＸの推進による生産性向上の必要性

■■宅宅地地建建物物取取引引業業者者のの事事務務所所数数のの減減少少
（全1,747市区町村内の事務所数）

出典：国土交通省調べ（令和５年）

0店舗 247自治体 14%
1-5店舗 392自治体 22%
6-10店舗 197自治体 11%
11-50店舗 494自治体 28%
51-100店舗 176自治体 10%
101店舗以上 241自治体 14%

出典：住宅・土地統計調査（総務省）宅建業者と宅地建物取引士の
統計概要（（一財）不動産適正取引推進機構）より国土交通省試算

■■平平成成2255年年度度→→令令和和５５年年度度のの宅宅地地建建物物取取引引業業者者数数 増増減減状状況況

○全国 ○都道府県別（知事免許）

不動産業者数の減少

○ 地方部を中心に、空き家を含めた不動産の流通の担い手となるべき宅建業者の数が減少。
○ 不動産分野においては、DXの推進を通じて、不動産流通に関連する業務や手続等の負担を軽減
し、生産性を向上させることにより、担い手の確保等を図ることが必要。

うち知事免
許業者数

全国の宅
建業者数

120,567122,703平成25年

126,682129,604令和5年

+5.1%+5.6%増減率

全国的には増加しているものの
半数近くの県では減少

不動産流通に関連する業務や手続きにおけるDXの推進により…

等

地域の不動業の収益力向上による担い手の維持・確保が必要

DXの推進の必要性

業務省力化等を通じた時間効率向上
＝成約数増加

デジタル技術・サービスを活用した遠隔地顧客の獲得
＝収益機会増加
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宅建事業者、自治体の双方に多大な時間と労力の消費を生じさせていることが懸念されておりま
す。そのため宅建事業者による物件調査の効率化や生産性の向上を目的として、自治体が公表す
るデジタルデータ等を利用して物件調査を行う場合のチェックポイントを整理するとともに、デ
ジタルデータを用いた際でも窓口照会と同様の情報の即時性、正確性の確保が可能となるよう検
討してまいります。

図表4：不動産分野におけるDXの推進に向けた環境整備に係る今後の取組

○取組概要 ：業務におけるデジタル技術・サービスの導入・活用に意欲のある不動産事業者を選定の上、実際の業務においてデジ
タル技術・サービスの導入・活用をさせ、それによる業務の生産性向上の効果を検証。

○実施予定時期：令和６~７年度
○その他 ：令和６年度補正予算 10百万円を活用予定。

不動産分野におけるＤＸの推進に向けた環境整備に係る今後の取組

賃貸・売買等の業態、事
業者規模、業務エリア等別
に不動産事業者を募集

取引の導入から引渡し後
迄の各種業務や手続き別
に技術やサービスを選定

・業務や手続き別に期間を設定
・導入効果を定量（ex.業務
時間）・定性的にモニタリング

・費用対効果の検証
・中小事業者に最適化した
導入・活用スキームの検討

○ワンストップ化実現等による効率
化が見込まれる手続き例
ローン、不動産管理、インフラ（ガス、
通信等） 保険 等
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ＩＴ重要事項説明

マッチング

内
見 書面電子化

○生産性向上が見込まれる業務例
価格査定、マッチング、物件の内見、
書類作成 等

書
類
作
成

保険契約関係手続き

不動産管理関係手続き

インフラ関係手続き

上記に限らず
様々な手続有

・・・

重
要
事
項
説
明
書

の
交
付

＜実証事業実施フロー＞

〇 空き家を含めた不動産の流通活性化を目的とし、特に、地方部の中小不動産事業者の生産性を
向上させるため、不動産取引契約に伴う各種業務や手続きへのデジタル技術・サービスの導入・活用
に係る実証事業を実施予定。

不動産分野におけるDXの推進に関する調査検討業務

②導入・活用させるデジ
タル技術・サービスの選定

①実証対象となる不動
産事業者の選定 ④効果検証③実証

残
金
決
済

＜デジタル技術・サービス導入・活用の対象となりうる業務・手続き例＞
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5 ．終わりに

不動産DXの導入、活用を進めることにより生産性の向上を図り、空き家等を含めた不動産の
流通活性化につながることに期待しております。また、不動産の流通・利活用を通じて、地域価
値の向上や社会課題の解決を図り、更には不動産業の持続的な発展につながるよう、引き続き不
動産分野におけるDXの推進に取り組んでまいります。

デジタルデータを用いた物件調査の効率化

・都市計画法規定
・建築基準法規定
・ハザードマップ

etc

窓窓
口口
照照
会会

自自治治体体窓窓口口
・・問問いい合合わわせせ（（宅宅建建業業者者））
・・窓窓口口対対応応（（市市区区町町村村））

個別の物件ごとに行われるこれらは、宅建業者、
自治体双方に多大な時間と労力消費を生じさせる

物件調査（窓口問合せ）

調査事項に係る情報は、自治体毎に
差があるものの、デジタルデータ化
されているものも多い

なデジタルデータを活用した
物件調査が進まないか？

紙図面などのデジタルデータ化

【宅建業者】
・表示データの時点更新はリアルタイムではない
・画面上で明確に判断できない場合がある
・「自治体職員に確認してもらった」というお墨付きがほしい
【自治体】
データの利用規約で制限を設けている
・「不動産取引などで正確な情報が必要な場合は窓口で確認してください」

○○宅宅建建業業者者がが「「デデジジタタルルオオーーププンンデデーータタをを利利用用ししてて物物件件調調査査をを行行うう場場合合ののチチェェッッククポポイインントト」」をを整整理理しし、、
即即時時性性、、正正確確性性をを確確保保ししたた物物件件調調査査をを行行ええるるよようう検検討討をを行行うう。。

デデジジタタルルデデーータタをを重重要要
事事項項説説明明ににどどここままでで
用用いいててよよいいののかか疑疑問問

宅建業者が情報を
どのように使うのか

分からない

図表5：デジタルデータを用いた物件調査の効率化
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